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(57)【要約】
【課題】色層を積層してブラックマトリクスの代わりと
する構造において、アクティブマトリクス基板における
共通電極電位の供給を低抵抗で行うことを容易にしなが
ら、額縁部を確実に遮光する。
【解決手段】ノーマリブラックのアクティブマトリクス
液晶表示装置において、３色以上の色層を備える第１の
基板と、アクティブマトリクスアレイが形成された第２
の基板と、を含み、前記第１の基板には、ブラックマト
リクスが配置されておらず、表示部の周囲の額縁部に色
層が積層された構造を有し、前記表示部の四つの辺のう
ち、走査線を引き出す辺およびデータ線を引き出す辺の
前記額縁部には、３色以上の色層が積層された第１遮光
層が形成され、その他の辺の少なくとも１つの辺の前記
額縁部には、２色の色層が積層された第２遮光層が形成
されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノーマリブラックのアクティブマトリクス液晶表示装置において、
　３色以上の色層を備える第１の基板と、アクティブマトリクスアレイが形成された第２
の基板と、を含み、
　前記第１の基板には、ブラックマトリクスが配置されておらず、表示部の周囲の額縁部
に色層が積層された構造を有し、
　前記表示部の四つの辺のうち、走査線を引き出す辺およびデータ線を引き出す辺の前記
額縁部には、３色以上の色層が積層された第１遮光層が形成され、その他の辺の少なくと
も１つの辺の前記額縁部には、２色の色層が積層された第２遮光層が形成されていること
を特徴とするアクティブマトリクス液晶表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のアクティブマトリクス液晶表示装置において、
　前記第２の基板の、前記第２遮光層に対向する領域には、共通電極電位が与えられた２
層以上の金属層が配置されていることを特徴とするアクティブマトリクス液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の液晶表示装置において、
　前記第２遮光層の２色は、赤および青であることを特徴とするアクティブマトリクス液
晶表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一に記載の液晶表示装置において、
　前記第２遮光層が形成される辺に、液晶を注入するための注入孔が設けられていること
を特徴とするアクティブマトリクス液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブマトリクス型液晶表示装置に関し、特に、色層を積層してブラッ
クマトリクスの代わりとする遮光構造を有するアクティブマトリクス型液晶表示装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、良好な表示品位を有するアクティブマトリクス液晶表示装置を、より低コストで
製造できるデバイス構造および製造プロセスが強く求められている。
【０００３】
　例えば、液晶表示装置において、カラーフィルタを有する基板（カラーフィルタ基板）
側には、額縁部から入射する光を遮光するために、クロム（酸化クロム）などの金属や樹
脂などを用いてブラックマトリクス（ＢＭ）と呼ばれる遮光層が形成されるが、低コスト
化を目的として、このブラックマトリクスを省略する技術が提案されている。
【０００４】
　例えば、下記特許文献１及び２には、表示部の周囲の額縁部に、複数色のうちの少なく
とも２色の着色層を積層して遮光層を形成する技術が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２９０１４号公報
【特許文献２】特開２００３－１４９１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１、２で開示されているように、ブラックマトリクス層を用いずに、カラーフ
ィルタを構成する複数の色層を積層して遮光構造を形成する技術は低コスト化の上で有効
な方法である。
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【０００７】
　しかしながら、従来の技術では、液晶表示装置の表示部周囲の額縁部が全ての辺で３色
以上の色重ねで形成されているか、もしくは２色以上の色重ねで形成されているかのいず
れかであり、詳細に検討した結果、以下のような課題があることが判明した。
【０００８】
　まず、全ての辺における額縁の色重ねを２色で形成した場合には、以下のような問題が
ある。
【０００９】
　液晶をノーマリブラックで用いれば、液晶表示装置内の配向処理が施された配向膜およ
びその外側に偏光板が存在する部分では、これらにより光が遮断されるため、２色色重ね
の低いＯＤ値でも良好な額縁の見栄えとなる。しかしながら、通常、配向膜形成領域は、
シールと配向膜との干渉を避けるため、液晶をセル内に閉じ込めるために形成するシール
から一定の距離内側までにしか形成できない。このため、配向膜の外側は、配向膜の内側
に比べて遮光性が落ちるため、２色重ねの低いＯＤ値では、暗環境下で見た場合に透けて
見えてしまい、表示品位が劣化する。これを補うために、金属層をアクティブマトリクス
基板側に配置することが提案されているが、走査線の引き出しを行う辺やデータ線の引き
出しを行う辺では、配線間の遮光を行うことは著しく困難であり、事実上不可能である。
【００１０】
　一方、全ての辺における額縁の色重ねを３色以上で形成した場合には、以下のような問
題がある。
【００１１】
　横電界方式の液晶表示装置のような場合には、周囲から、共通電位をかなり低い抵抗値
で表示部に供給する必要がある。このように低抵抗で共通電位を表示部に供給するために
、アクティブマトリクスを形成する際に必要となる走査線を形成する金属層とデータ線を
形成する金属層の２層以上を積層させて、共通電極配線として、額縁部に配置することが
多い。このように形成した２層の金属配線は各々2500A前後の厚さを有するため、アクテ
ィブマトリクス基板上で、表示部の金属配線層を配置していない部分と比べて、5000A程
度トータル膜厚が厚くなっている。同様にカラーフィルタ基板の方では、各色層の膜厚が
1.5μm程度あるので、３色積層した額縁部の膜厚は１色のみ色層を有する表示部と比べて
、3μm程度厚くなっている。このような両基板を貼り合せると、表示部におけるアクティ
ブマトリクス基板とカラーフィルタ基板との間の距離、すなわちセルギャップをたとえば
3.5μm程度に制御しようとする場合、２層の共通電極配線と３色の色重ね部を重ねた部分
では、前述のようにそれぞれ5000Aと3.0μmだけ厚くなっているため、両者の間隔はほと
んど0になってしまう。このため、両基板が接触して、この部分のギャップ均一性や液晶
の周り込みが不足して気泡が発生したりするという不具合が生じる。
【００１２】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、色層を積層
してブラックマトリクスの代わりとする構造において、アクティブマトリクス基板におけ
る共通電極電位の供給を低抵抗で行うことを容易にしながら、額縁部を確実に遮光するこ
とができるアクティブマトリクス型液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本願発明の液晶表示装置は、ノーマリブラックのアクティ
ブマトリクス液晶表示装置において、３色以上の色層を備える第１の基板と、アクティブ
マトリクスアレイが形成された第２の基板と、を含み、前記第１の基板には、ブラックマ
トリクスが配置されておらず、表示部の周囲の額縁部に色層が積層された構造を有し、前
記表示部の四つの辺のうち、走査線を引き出す辺およびデータ線を引き出す辺の前記額縁
部には、３色以上の色層が積層された第１遮光層が形成され、その他の辺の少なくとも１
つの辺の前記額縁部には、２色の色層が積層された第２遮光層が形成されていることを特
徴するものである。
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【００１４】
　また、本願発明の液晶表示装置は、前述のアクティブマトリクス液晶表示装置において
、前記第２の基板の、前記第２遮光層に対向する領域には、共通電極電位が与えられた２
層以上の金属層が配置されていることを特徴とするものである。
【００１５】
　また、本願発明の液晶表示装置は、前述のアクティブマトリクス液晶表示装置において
、前記第２遮光層の２色は、赤および青であることを特徴とするものである。
【００１６】
　また、本願発明の液晶表示装置は、前述のアクティブマトリクス液晶表示装置において
、前記第２遮光層が形成される辺に、液晶を注入するための注入孔が設けられていること
を特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ブラックマトリクス層のない構造のノーマリブラックのアクティブマ
トリクス液晶表示装置において、アクティブマトリクス基板における共通電極電位の供給
を低抵抗で行うことを容易にしながら、額縁部を確実に遮光することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明のアクティブマトリクス型液晶表示装置は、液晶をノーマリブラックモードとし
、カラーフィルタが形成された第１の基板（カラーフィルタ基板10）と、アクティブマト
リクスアレイが形成された第２の基板（アレイ基板20）とがあり、カラーフィルタ基板10
にはブラックマトリクスが配置されておらず、前記液晶表示装置を構成する４つの辺のう
ち、走査線引き出し配線3がある辺、およびデータ線引き出し配線4がある辺においては、
表示部の周辺の額縁部に３色以上の色重ねよる遮光層1を配置し、それ以外の辺のうち、
少なくとも１辺の額縁部において、２色の色重ねの遮光層2を配置する。
【００１９】
　これにより、走査線およびデータ線の引き出し部が存在する辺で、アクティブマトリク
ス基板の金属電極で遮光できない領域においても、表示部周辺の額縁部が３色以上の色重
ねで積層されているため、遮光性が良好であり、配向膜を印刷した領域の外における光漏
れもほとんどなく、良好な額縁が得られる。
【００２０】
　また、走査線もしくはデータ線の引き出し配線3,4が存在しない２つの辺のうち、少な
くとも１辺の額縁部は、２色の色重ねで遮光層2が形成されているため、この額縁部にお
いては、アクティブマトリクス基板20とカラーフィルタ基板10との間隙が十分にあり、こ
の部分に、走査線を形成する金属層とデータ線を形成する金属層の２層を積層した共通電
極配線21,22を配置することができる。この共通電極配線を介して、表示部に共通電極電
位を供給することにより、表示部における共通電極電位が安定し、これが変動することに
よって生じる横クロストーク等の問題を抑制することができ、良好な表示品位が得られる
。さらにこの額縁部に配置される共通電極配線21,22は、バックライトから入射した光が
、この額縁部を通過して液晶表示装置を見る人に視認されることがないように、十分広く
取られる。これにより、２色重ねの遮光層2の不十分な遮光性能を共通電極配線21,22によ
る遮光で補っている。
【００２１】
　通常、カラーフィルタにおいては、赤（Ｒ）7、緑（Ｇ）6、青（Ｂ）8の３原色の色層
が用いられる。色層が、前記３色のカラーフィルタからなる場合には、前記走査線もしく
はデータ線の引き出し配線が配置される額縁部においては、ＲＧＢ３色により色重ねを用
い、それ以外の辺のうち少なくとも１辺の２色重ねの遮光層においては、ＲおよびＢの２
色の色重ねを用いる。Ｒ、Ｇ、Ｂの３色のうちの２色の色重ねの遮光性能は、ＲとＢの２
色の色重ねを用いると最も良好となる。これにより、表側（表示を見る方向）から２色の
色重ね額縁部に入射した光が、一旦２色の色重ね遮光層を透過し、アクティブマトリクス
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側の金属配線で反射して、再度表側に出てくることによる表示劣化を抑止することができ
る。
【実施例１】
【００２２】
　上記した本発明の一実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の第１の実施
例に係るアクティブマトリクス液晶表示装置について、図１乃至図３、図８を参照して説
明する。図１は、本実施例のアクティブマトリクス液晶表示装置の平面図である。図２は
図１のＡ－Ａ’部における断面図、図３は図１のＢ－Ｂ’部における断面図である。また
、図８（ａ）は、アレイ基板上の電極の概略の構成を示す平面図であり、図８（ｂ）は、
図８（ａ）で示す領域の拡大図である。
【００２３】
　図２に示すように、本実施例の液晶表示装置は、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）等の
スイッチング素子を備える画素がマトリクス状に配置されたアレイパタンを有するアレイ
基板20と、アレイ基板20に対向するカラーフィルタ基板10と、両基板間に挟持される液晶
17と、両基板を接合し液晶17を封止するシール19とを有する。また、カラーフィルタ基板
10の表示部15には、アレイ基板20の各々の画素に対向して、各色の色層が配置され、表示
部15の周辺の額縁部には、１又は複数の色層が積層され、これらの色層を覆うようにオー
バーコート9が形成されている。
【００２４】
　図１に示すように、走査線引き出し配線3を有する辺とデータ線引き出し配線4を有する
辺とにおいては、表示部15周辺の額縁部はＲＧＢ３色の色重ねで遮光層1を形成し、その
他の２辺の額縁部はＲとＢの２色の色重ねで遮光層2を形成してある。
【００２５】
　２色で形成された額縁部においては、アレイ基板20側に、走査線を形成する第１の金属
層とデータ線を形成する第２の金属層との積層からなり共通電位が供給された共通電極配
線21,22が形成されている。この額縁部の共通電極配線から表示部の各走査線に対応する
行ごとに設けられた共通電極配線に電位が供給されている。２層で形成された共通電極電
位は低抵抗であるため、表示内部に安定した共通電位を供給することができるため、共通
電位の変動に伴う横クロストーク等の問題を抑制することができる。
【００２６】
　図８（ａ）に示すように、この共通電極配線26は、データ線引き出し配線4のある辺と
走査線引き出し配線3のある辺とのコーナーに設けた共通電位入力端子28から共通電位が
入力される。この共通電極配線26は、２層の金属で形成されているため、低抵抗で共通電
位を伝えることができる。この共通電極配線26から、共通信号配線を引き出し、表示部ま
で共通電位を供給する。図８（ｂ）に示すように、各画素に設けられた共通電極のコンタ
クトのためのスルーホール33を介して、各画素の共通電極35に接続される。
【００２７】
　本実施例では、各画素は薄膜トランジスタを介して供給された画素電極34の電位と、共
通電極35の電位との間で横電界を印加することのより透過光を制御するＩＰＳ（In-Plane
 Switching）方式によって液晶のスイッチングを行う。
【００２８】
　ＩＰＳ方式では、図８（ｂ）に示すように、走査線25およびデータ線24を表示部におけ
るＩＴＯ共通電極30でシールドすることにより高開口率の表示を得ることができる。この
ような場合、共通電極30と走査線25およびデータ線24との容量結合による容量負荷のため
、特に周囲から低抵抗で共通電位を供給する必要がある。このような状況で、額縁部に設
けた２層の金属配線は低抵抗となるため非常に有効であり、これに伴い、横クロストーク
等の問題を顕著に抑制することが可能となる。
【００２９】
　また、共通電極配線26は、表示部の外側で表示を見る方向に通りぬけるバックライト光
が通過するほぼ全ての領域に配置されているため、２色重ねの遮光層に起因する低ＯＤを
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前記共通電極配線21,22で補うことができる。
【００３０】
　一方、走査線引き出し配線3とデータ線引き出し配線4とが存在する辺の額縁部の遮光層
は、３色重ねで形成されているため、遮光性能が十分に高く、配向膜が形成されていない
不完全な配向領域を通過する光も、３色重ねの遮光層により十分に遮光される。
【００３１】
　この実施例においては、ＲＧＢの色層の厚さは各々1.5μmとし、走査線およびデータ線
の金属層は、各々0.25μmの厚さとした。表示部のセルギャップは3.5μmとした。最上層
のＩＴＯの膜厚は0.04μmとした。
【００３２】
　これにより、走査線引き出し配線3とデータ線引き出し配線4のある辺の額縁部において
は、各引き出し配線が存在する領域では、アレイ側が0.29μm表示部より厚く、カラーフ
ィルタ側が3.0μm厚いので、当該額縁部においては、セルギャップより3.29μm近接し、
アレイ基板とカラーフィルタ基板の間隙は0.21μm存在した。この間隙は十分であり、良
好な表示が得られた。
【００３３】
　また、走査線引き出し配線3ないしデータ線引き出し配線4の存在しない２辺においては
、アレイ側が0.5μm表示部より厚く、カラーフィルタ基板側が1.5μm表示部より厚いので
、当該額縁部においては、セルギャップより2.0μm近接し、アレイ基板とカラーフィルタ
基板との間隙は1.5μm存在した。この間隙は十分であり、ギャップ形成時に干渉するよう
なことがなく、良好な表示が得られた。
【００３４】
　次に、上記構成の液晶表示装置の製造方法について述べる。
【００３５】
　まず、カラーフィルタ基板10の製造方法について述べる。
【００３６】
　最初に、Ｇの色層6となるレジストを塗布後、表示部15のＧの色層パタンと、走査線・
データ線の引き出し配線3,4を含む辺の額縁部とからなるパタンを含む露光マスクを用い
て露光し、現像・焼成を行うことにより、Ｇ色層6を1.5μmの膜厚で形成する。
【００３７】
　次に、Ｒの色層7となるレジストを塗布後、表示部15のＲの色層パタンと、４辺の額縁
部とからなるパタンを含む露光マスクを用いて露光し、現像・焼成を行なうことにより、
Ｒ色層7を1.5μmの膜厚で形成する。
【００３８】
　さらに、Ｂの色層8となるレジストを塗布後、表示部15のＢの色層パタンと、４辺の額
縁部とからなるパタンを含む露光マスクを用いて露光し、現像・焼成を行うことにより、
Ｂ色層8を1.5μmの膜厚で形成する。
【００３９】
　次に、この色層の上にオーバーコート9となる透明アクリル樹脂1.0μmを塗布し、焼成
する。次に、柱状スペーサをこの上に、アクリル樹脂を用いて形成する。これにより、カ
ラーフィルタ基板10が得られる。
【００４０】
　なお、上記説明では、３色の色層をＧ、Ｒ、Ｂの順に積層する場合を示したが、積層順
は変更可能である。また、柱状スペーサはアレイ基板20側に形成してもよいし、柱状スペ
ーサを形成せず、球状スペーサを用いてもよい。また、色層の膜厚は求められる色度域等
に合わせて、調整可能である。
【００４１】
　次に、アレイ基板20の製造方法について述べる。
【００４２】
　この製造方法は、通常のａ－Ｓｉを用いたＴＦＴをスイッチンング素子とするアクティ
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ブマトリクス型のアレイ基板と全く同様の製造方法であり、例えば、以下の手順で製造す
ることができる。
【００４３】
　まず、走査線25および共通信号配線27となる第１の金属層（不透明金属）2500Aを所定
のパタンに加工する。この際に、走査線引き出し辺の対向辺とデータ線引き出し辺の対向
辺の額縁部の共通電極配線26の形状も形成する。
【００４４】
　さらにゲート絶縁膜12、薄膜半導体層31を形成後、薄膜半導体層31をスイッチング素子
となる部分のみに島状に形成する。
【００４５】
　次に、データ線24となる第２の金属層2500Aを所定のパタンに加工し、そのパタンで島
状の薄膜半導体層31のコンタクト層をエッチングする。
【００４６】
　さらにパッシベーション膜13となる絶縁膜を形成後、コンタクトのためのスルーホール
を形成し、その上に、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）400Aからなる画素電極34および共通電
極35からなる櫛歯電極を形成する。上記画素電極34はスルーホール32を介して、第２の金
属層で形成された薄膜トランジスタのドレイン電極に接続され、共通電極35は第１の金属
層で形成された共通信号配線27に接続される。
【００４７】
　ここで、走査線引き出し配線3およびデータ線引き出し配線4の存在する額縁部において
は、走査線引き出し配線3およびデータ線引き出し配線4は、これらの配線間の電位差等の
影響により液晶のダイレクタが回転し、非動作時の遮光性が保たれなくなることを防ぐた
め、共通電位が与えられた最上層のＩＴＯ透明電極23で適宜シールドするようにする。前
記ＩＴＯ透明電極23は、共通電位に接続されている。
【００４８】
　以上のようにして形成したカラーフィルタ基板10とアレイ基板20とに配向膜16を形成し
、これを所定の方向にラビング処理をした後、これらを貼り合せ、液晶17を注入して封止
する。液晶17はホモジニアス配向させ、偏光板はノーマリブラックとなるようにクロスニ
コルで形成する。液晶は、画素電極34と共通電極35との間に発生する基板に平行な電界に
より、駆動させるいわゆるＩＰＳモードである。
【００４９】
　本実施例では、液晶を注入する際の注入孔5は、走査線の引き出し配線が存在する辺の
反対側の額縁２色重ねの辺に設け、ここから真空注入方式により行った。液晶17がセル内
に入ってくる際に、アレイ基板20とカラーフィルタ基板10との間の間隙が十分に存在する
ため、注入時間が短くなり、かつ注入不良等の不具合もなく、パネル形成も容易に行うこ
とができた。
【００５０】
　配向膜16は、シール19との干渉を避けるため、シール印刷領域から約0.7ｍｍ離して形
成した。このため、バックライトから入射した光は配向膜印刷領域外の配向が不完全な領
域をも通過することになるが、３色重ねの遮光層1は十分な遮光性があるため、額縁部の
良好な品位が保たれる。
【００５１】
　しかる後に、偏光板11,14を両側に貼り、所定の回路をこの液晶パネルに接続すること
により、本実施例の液晶表示装置が得られる。
【００５２】
　このように、走査線引き出し配線3およびデータ線引き出し配線4が存在する辺において
は額縁を３色重ねの遮光層1として十分な遮光性能を持たせ、その他の辺を２色重ねの遮
光層2として、アレイ基板20側において、第１の金属層と第２の金属層の積層からなる共
通電極配線21,22を配置し、共通電位を安定的に表示部に供給すると同時に、カラーフィ
ルタ側の２色重ねの遮光層2の不十分な遮光性能を前記共通電極配線21,22の遮光で補う。
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【００５３】
　以上のことにより、４辺とも十分な遮光性能を持たせることができ、良好な表示品位を
得ることができた。
【実施例２】
【００５４】
　次に、本発明の第２の実施例に係るアクティブマトリクス液晶表示装置について、図４
乃至図６を参照して説明する。図４は、本実施例のアクティブマトリクス液晶表示装置の
額縁の構成を示す平面図であり、図５は図４のＡ－Ａ’部の断面図、図６は図４のＢ－Ｂ
’部の断面図、図７は図４のＣ－Ｃ’部の断面図である。
【００５５】
　図４に示すように、実施例１では走査線引き出し配線3を有する辺とデータ線引き出し
配線4を有する辺のみをＲＧＢ３色重ねの遮光層1を形成したのに対して、本実施例ではこ
れに加えて、データ線引き出し配線4を有する辺の反対側の辺においてもＲＧＢ３色重ね
の遮光層1を形成し、残りの１辺の額縁部のみ、ＲとＢの２色の色重ねで遮光層2を形成し
てある。
【００５６】
　これに対応して、ＲとＢの２色重ねの遮光層2にのみ、第１の金属層と第２の金属層と
の積層からなる共通電極配線21,22を配置する。
【００５７】
　データ線引き出し配線4を有する辺の反対側の辺のアレイ側は、全く金属配線を配置し
なくてもよいし、また、第１の金属層もしくは第２の金属層の一方のみからなる共通電極
配線（21もしくは22のみ）を配置してもよい。
【００５８】
　製造方法については、配線パタンや、額縁の色重ねパタンを実施例２に置き換えるだけ
で、実施例１の製造方法と同様に行うことができる。
【００５９】
　上述のような構成とすることにより、実施例１と同様、３色重ねを施した辺の額縁部に
おいては、カラーフィルタ側の遮光性が十分高く、かつ２色重ねを行った辺の額縁部にお
いては、２層の金属配線で形成した低抵抗の共通電極配線21,22が、表示部の共通電位を
安定化させるとともに、２色重ねの遮光層2の遮光性を補うため、４辺とも良好な額縁に
見栄えを得ることができる。しかも、アレイ基板20側とカラーフィルタ基板10側との間の
間隙を十分に広くとることができるため、ギャップ形成時に干渉するようなことがなく、
良好な表示が得られた。
【００６０】
　なお、上記各実施例では、ＲＧＢの３色の色層パタンについて記載したが、本発明は上
記実施例に限定されるものではなく、４色以上の色層パタンを形成する場合にも適用する
ことができるし、ＲＧＢ以外の色の３原色に対しても同様に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明の活用例として、実施例のＩＰＳ方式だけでなくノーマリブラックモードからな
る同様の色重ね遮光層のカラーフィルタを有するアクティブマトリックス液晶表示装置、
同液晶表示装置を用いたコンピュータ用モニタ、液晶テレビ、携帯電話端末、ＧＰＳ端末
、カーナビゲーションシステム、ゲーム機、銀行・コンビニ端末、医療診断装置等が挙げ
られる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本願発明の第１の実施例に係る液晶表示装置の平面図である。
【図２】本願発明の第１の実施例に係る液晶表示装置の、図１のA-A’で規定される部分
の構成を示す断面図である。但し、額縁部においては、切断面をデータ線引き出し配線に
沿って行うものとする。
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【図３】本願発明の第１の実施例に係る液晶表示装置の、図１のB-B’およびC-C’で既定
される部分の構成を示す断面図である。
【図４】本願発明の第２の実施例に係る液晶表示装置の平面図である。
【図５】本願発明の第２の実施例に係る液晶表示装置の、図４のA-A’で規定される部分
の構成を示す断面図である。但し、額縁部においては、切断面をデータ線引き出し配線に
沿って行うものとする。
【図６】本願発明の第２の実施例に係る液晶表示装置の、図４のB-B’で規定される部分
の構成を示す断面図である。
【図７】本願発明の第２の実施例に係る液晶表示装置の、図４のC-C’で規定される部分
の構成を示す断面図である。
【図８（ａ）】本願発明の第１の実施例に係る液晶表示装置の、アレイ基板上の概略の構
成を示す平面図である。
【図８（ｂ）】本願発明の第１の実施例に係る液晶表示装置の、アレイ基板上の概略の構
成を示す平面図であるところの図８に指定された領域の拡大図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　遮光層（３色重ね）
　２　遮光層（２色重ね）
　３　走査線引き出し配線
　４　データ線引き出し配線
　５　注入孔
　６　Green（Ｇ色層）
　７　Red（Ｒ色層）
　８　Blue（Ｂ色層）
　９　オーバーコート
　１０　カラーフィルタ基板
　１１　カラーフィルタ側偏光板
　１２　ゲート絶縁膜
　１３　パッシベーション膜
　１４　アレイ側偏光板
　１５　表示部
　１６　配向膜
　１７　液晶
　１８　セルギャップ
　１９　シール
　２０　アレイ基板
　２１　第１の金属層からなる共通電極配線
　２２　第２の金属層からなる共通電極配線
　２３　ＩＴＯ透明電極
　２４　データ線
　２５　走査線
　２６　第１の金属層および第２の金属層からなる共通電極配線
　２７　共通信号配線
　２８　共通電位入力端子
　３０　表示部におけるＩＴＯ共通電極
　３１　薄膜半導体層
　３２　画素電極のためのスルーホール
　３３　共通電極のためのスルーホール
　３４　画素電極
　３５　共通電極
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